
3-2-4 調達計画 

3-2-4-1 調達方針 

(1)実施体制  

1) 事業実施機関  

本計画の監理および実施に際しては、「ヴィ」国保健省がその責任機関となる。

対象施設である NIP は実際の運営機関となる。本計画の業務全般にかかる総括

として、基本設計調査時の「ヴィ」国側の代表者である保健省があたり、実務

は対象施設の院長が担当する。機材の保守管理は対象施設の医療技術部門が行

い、消耗品等の調達管理は事務部門が行う。  

 

2) コンサルタント  

日本国政府および「ヴィ」国政府による交換公文（E/N）締結後、直ちに日

本国コンサルタントは、わが国無償資金協力の手続に従い、「ヴィ」国の代表と

して保健省とコンサルタント契約を締結する。この契約は日本国政府による認

証を経て発効するが、これに基づきコンサルタントは次の業務を実施する。  

 

①  入札段階  ：資機材調達業者の選定および調達契約に関する業務協力  

②  調達段階  ：資機材調達監理および出荷前検査業務  

③  据付段階  ：据付および操作保守指導の監理  

 

コンサルタントは、業務主任、機材計画 1 及び機材計画 2 の合計 3 名の技術

者からなるチームを編成し実施設計･調達監理業務を行う。  

 

◇業務主任  実施設計から引渡までの、すべての業務の責任者として、日本国

政府並びに「ヴィ」国政府との協議を管理する。  

◇機材計画 1 実施設計時に保健省、対象施設および各製造会社側との機材仕様

の 終確認を行う。その後、仕様書の作成等の日本国政府および

「ヴィ」国政府へ提出する必要書類の作成を行う。また引き渡し

時の検査も担当する。  
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◇機材計画 2 実施設計後の国内作業期間中に機材内容または仕様内容の変更、

変更事項などがあればそれを確認および精査し、必要書類を作成

して関係者に報告する。また機材変更内容に応じて見積金額を収

集し、為替の変動状況と合わせて基本設計段階と実施段階との比

較表を作成し、関係者に報告する。  

 

3) 機材調達業者  

機材調達業者は入札によって選定され、NIP と契約を締結する。この契約も

日本国政府による認証を得て発効する。当該業者はその契約に基づき、必要な

機材の調達、搬入を行い、当該機材の据付、操作並びに維持管理に関する技術

指導を行う。また機材引き渡し後のスペアパーツ、消耗品の調達、技術指導を

含めた維持管理体制の構築を行う。また納入機材に関して製造会社代理店リス

トを作成する。納入、据付時期等について機材調達業者は実施機関と十分な調

整を行い、事業の円滑な遂行を図る。  

 

4) 国際協力事業団  

本計画における円滑な実施のため、国際協力事業団は日本国政府に対する

様々な書類の確認を行う。  

 

(2)実施方針  

1) 交換公文の締結（E/N）後、入札、業者選定、業者契約、製造日程確認、出荷

前検査および事業費支払までの各段階において、コンサルタントが「ヴィ」国

側政府機関、日本側政府関係機関、機材調達業者およびその他の必要機関と本

計画が円滑に実施されるように、十分な打ち合わせを行うとともに、必要な手

続をとるものとする。  

 

2) 対象施設が小児病院という性格上、本事業の進行に支障をきたさないよう、実

施設計の段階においてあらかじめコンサルタントと相手国関係者との間で作業

行程等、綿密な打ち合わせを行う。さらに、据付工事を行う際には騒音、衛生
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管理に厳重な注意を払い、医療機材搬入の際の安全管理には特に注意をする。  

 

3) 日本国内で調達される機材については、あらかじめ日本国内において、十分な

品質管理･製造検査･出荷前検査等を実施する。  

 

4) 技術者派遣に関しては、実績の豊富な現地代理店技術者が多数存在するため、

これを活用することを前提とするが、X 線撮影装置および内視鏡関係の装置に

関しては、「ヴィ」国側より詳細な研修を実施することの要望が強いこと、設置

に関しても専門技術者が必要となることから、これらの装置に関しては日本人

技術者を派遣することを前提とした計画内容とする。  

 

5) 機材の納品にあたっては、コンサルタントが現地にて検収を行い、各部門での

機材の配置結果を的確に把握し、本計画の納品の完了を確認する。  

 

6) 調達機材に対する操作方法、保守管理等に関する知識の周知･徹底を図るため、

各部門毎に担当者を集め、現地代理店技術者によるトレーニングおよびオリエ

ンテーションを実施させる。特に操作および保守管理マニュアルにて修得が可

能な機材に関するトレーニングは行わないものとする。  

 

3-2-4-2 調達上の留意事項 

(1)日本側  

現地調達以外の日本または第三国メーカー製品に関してはハイフォン港にて荷揚

げされ、プロジェクトサイトまで輸送される計画である。ハイフォンからハノイま

での道路状況は、「ヴィ」国内の他の主要幹線同様、非常に良好な状態である。  

 

(2)「ヴィ」国側  

機材の搬入および据付が順調に行われるように、関係機関の調整を事前に行う必

要がある。  

- 59 -



3-2-4-3 調達･据付区分 

調達区分については 3-3 で述べる。  

 

3-2-4-4 調達監理計画 

わが国の無償資金協力の方式に従い、日本法人コンサルタント会社は、「ヴィ」国

側実施機関である NIP とコンサルタント契約を締結し、本計画の実施設計および調

達監理を行う。調達監理の目的は、作業工程、内容が設計図書に沿って実施されて

いるか否かを確認し、機材調達契約内容の適正な履行を確保するために公正な立場

にたち、実施期間の指導、助言、調整を行い、品質向上を図ることにあり、次のよ

うな業務で構成されている。  

 

(1) 入札および業者契約関連業務  

機材調達および据付工事にかかる日本の請負会社選定のための入札に必要な

入札図書を作成し、入札公示、入札参加願いの受理、資格審査、入札図書の配布、

応札図書の受理、入札結果評価等の入札業務を行うとともに、「ヴィ」国 NIP と

請負会社との間の機材調達および業者契約締結にかかる助言を行う。  

 

(2) 機材調達会社に対する指導、助言、調整  

実施工程、実施計画、資機材調達計画、医療機材調達、据付計画等の検討を行

い、機材調達会社に対する指導、助言、調整を行う。  

 

(3) 製作図、据付図等の検査および承認  

機材調達会社から提出される据付図、製作図、書類等の検査、指導を行い、承

認を与える。  

 

(4) 調達機材の確認および承認  

機材調達会社が調達する医療機材と契約図書との整合性を確認し、その採用に

対する承認を与える。  
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(5) 工場検査  

必要に応じて医療機材の製造工場における検査に立ち会い、品質･性能の確保

にあたる。  

 

(6) 作業工程進捗状況の報告  

実施工程と実施現場の状況を把握し、工程進捗状況を両国関係機関に報告する。 

 

(7) 竣工検査および試運転  

医療機材および設備の竣工検査並びに試運転を行い、契約図書内容に合致して

いることを確認し、検査完了書を「ヴィ」国側に提出する。  

 

(8) 操作、保守管理技術研修に対する指導  

計画機材には操作および保守管理上の技術的知識を必要とするものがあるた

め、据付、調整、試運転期間中に各機材担当者に対して操作方法、点検方法、修

理技術等を修得してもらうためにトレーニングを施設内で実施する必要があり、

コンサルタントはこれに関して指導、助言を与える。  

 

コンサルタントは、進捗状況に応じて必要となる技術者を現場に配置し検査･指

導･調整に携わらせるとともに、日本国内にも担当技術者を配置し、現地との連絡業

務および支援体制を確立する。また、日本国政府関係機関に対し本計画の進捗状況、

支払手続き、引き渡し等に関する必要事項の報告を行う。関連法規、労務状況につ

いて、特に問題になる事項はない。  
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3-2-4-5 資機材等調達計画 

(1) 現地調達  

現地にて普及している医療機材は日本製品及び欧米製品が主流で、本案件計画

機材においては現地製品が存在しないため、現地生産品は考慮しない計画内容と

する。  

 

(2) 第三国製品の可能性  

現地にメーカー代理店が存在し、保守管理体制やスペアパーツ及び消耗品の調

達にも問題がなく、また価格的にも有利となるような品目については、第三国製

品の調達も考慮する。具体的品目としては麻酔器、人工呼吸器、自動生化学分析

装置、電気メス等がある。  

 

(3) 輸送期間  

輸送期間は、船積み時の諸手続き期間を含み、1.5 ヶ月間程度と判断された。 

 

3-2-4-6 実施工程 

本計画の実施にかかる交換公文が日本および「ヴィ」国の両国間で締結された場

合、以後の実施工程は、次に示す詳細設計業務、入札業務、機材調達の三段階に分

けられる。なお、実施設計は詳細設計業務と入札業務に分けられる。  

 

(1) 実施設計業務  

「ヴィ」国政府を代表する NIP と日本法人コンサルタントとの間でコンサル

タント契約が締結された後、日本政府による契約書の認証を経て、基本設計調査

段階で作成した設計図、仕様書、入札要項書等の入札設計図書一式を基に、コン

サルタントは計画内容 終確認を開始する。この間「ヴィ」国側と施設、機材内

容に関する協議を行い、 終的には入札設計図書一式の承認を「ヴィ」国側から

得るものとする。計画内容 終確認の所要期間は、約 1.5 ヵ月と予想される。  
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(2) 入札業務  

機材調達の請負会社は入札図書によって選定される。入札は入札公示、入札参

加願いの受理、資格審査、入札図書配布、入札、入札結果報告、機材調達請負会

社指名、機材調達契約の順に行われ、この間約 2.0 ヵ月を要する。  

 

(3) 機材調達  

業者契約締結後、日本国政府による契約書の認証を経て契約業務を開始する。

本計画に対象施設内容、規模、契約内容、気候条件等を考慮して調達工程を試算

した結果、今回の調達工程期間は約 6.5 ヵ月である。交換公文締結、引渡にいた

るまでの実施工程は、表 3-4 に示すとおりである。  

 

表 3-4 実施工程  

 

項目/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

実施設計 計画内容最終確認

国内作業

入札図書承認

入札公示

◆

図書配布

入札及び評価、契約

機材調達 機材製造、調達

輸送

据付、調整

トレーニング

現地作業

国内作業
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3-3 相手国側分担事業の概要 

本計画に関する日本側及び「ヴィ」国側負担範囲の施工区分概要は以下のとおり

である。  

 

(1) 日本側負担範囲  

1) 計画機材の調達を行う。  

2) 海上輸送費および対象医療施設までの内陸輸送を行う。  

3) 機材の据付、設置を行う。  

4) 調達機材全般にかかる試運転、操作、保守点検、維持管理についての技術指導

を行う。  

 

(2) 「ヴィ」国側負担範囲  

1) 据付、設置に必要とされる情報、資料の提示をする。  

2) 実施期間中、一時的に事務所として使用する場所を対象施設内に提供する。  

3) 調達機材の設置に必要な施設設備および場所を提供する。  

4) 機材設置に必要な周辺基盤（電力･給排水、その他の設備）の一次側付帯工事を

機材の据付けまでに整備･提供し、新機材を設置するべき場所にある既存機材を

撤去する。さらに機材設置に関する工事も行う。  

5) 機材到着後、据付作業開始までの機材の保管場所を提供する。  

6) 輸入される機材について、円滑な荷揚げ、通関手続き並びに国内輸送に必要な

便宜を図る。  

7) 本計画の実施のために「ヴィ」国内の滞在する日本人に対し、関税およびその

他の賦課税の支払を免除する。  

8) 日本国民による本計画の遂行に必要な機材の持ち込みおよび役務を供与するに

あたり、「ヴィ」国へ入国および滞在する日本国民に対し便宜を供与し、安全の

確保について十分配慮する。  

9) 銀行取極（B/A）および支払授権書（A/P）の手続のために必要となる経費を負

担する。  
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10) 本計画の実施が効果的に行われるために必要とされる予算を確保し（無償資金

協力により調達される機材の運営維持管理費用含む）、人材を配置する。  

11) 無償資金協力により調達された機材を 5 年間にわたり、機材の使用計画書を作

成し、またその使用状況について定期的に在ヴィエトナム日本国大使館に報告

する。  

12) 無償資金協力により調達される機材等を適切に、かつ有効に維持管理する業務

およびその費用を負担する。  

13) 無償資金協力計画実施のために必要な許可、免許およびその他の認定事項の授

与を行う。  

14) 免税手続に伴う費用を負担する。  

15) 上記日本国側および「ヴィ」国側の負担範囲外で、本計画の実施にために必要

な費用を負担する。  
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3-4 プロジェクトの運営･維持管理計画 

(1) 施設・機材の維持管理  

1) 維持・管理体制  

施設及び医療機材の維持管理は、NIP のスタッフだけで実施可能なものと、

外部の専門技術者に委託して行われるものとに大別される。本計画では、現在の

能力に見合った機材を採用することを前提としており、また、現状のスタッフの

技術力はハノイ市の他の病院に比較して高いものの、専門的な内容は外部に委託

する必要がある。本計画を実施することによって、現有の機材維持管理部門のス

タッフへの 新技術の研修等を行って、機材の中央／集中管理の仕組み確立と日

常の点検、記録と、非常時の応急処置と簡単な修理などがよりスムーズに出来る

体制をつくる必要がある。現有のスタッフ数を下図に示した。 

この組織表は、大きく一般施設技術セクション、医療機材技術セクション、さ

らに現在新病院を建設中であることと既存病院に関して建物の沈下対策を行っ

ている建設グループの 3 セクションから構成されている。各セクションチーフ

には、充分に能力のあるエンジニアレベルの人材を確保している。かつ、テクニ

シャンレベルも人数的に不足はないと思われるが、一般施設技術セクションのス

タッフレベルへの再教育は必須と考えられる。また、医療機材技術セクションに

関しても、日本製医療機材のメンテナンスに関しては、過去に多くの経験を有し

ているとは言えないので、やはり、研修は必須と判断できる。 

また、保守工具に関しては、医療機材技術セクションは、問題ないと思われる

が、一般施設技術セクションに関しては、充分とは言えない状況である。 
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   Maintenance Organization Chart of NIP 

 

 

 

 

 

 

                       

                                            

                                                 

                                                             

                                                        

 

 

 

 

 [Note]  (  )内は、現有スタッフ数を示す。  

図 3-3 NIP 維持管理体制  

 

2) 施設・機材の維持・管理トレーニング  

機材の取扱い説明書は、竣工引き渡し直前に行われることが通常である。しか

しながら、NIP 側の現在のメンテナンス技術者の数及び技術レベルは、前述の

様に、ハノイ市内の他の病院に比較すれば高いと言えるが、日本製機材に関して

充分な経験があるとは言えないことから、トレーニングは時間をかけて行う必要

がある。本計画の施設の中では特に機材の操作・運転・管理システムの技術は、

今までと同等ではあるが、メーカー独自の技術の習得が必要なことも考えられる

ので、可能な限り調達段階から据付・調整・試運転にいたるまで運転、故障発見、

修理等の技術を習得するために、引渡前に充分なトレーニングを実施する。特に、
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- 67 -



日常の定期点検における記録および機器台帳等の作成が極めて重要であること

の意識改革を行い、可能な限りの範囲で、NIP からの希望でもあるカウンター

パート研修を実施することを検討する。 

 

(2) 技術レベル  

計画機材内容は、既存機材の更新および数量不足の機材の補填を中心とした計画

内容となっており、新規技術を必要とする機材は、必須と判断された機材（手術用

X 線撮影装置、手術顕微鏡、超音波手術メス装置、冷却遠心器等）以外は計画から

削除した内容となっている。したがって現場の医療スタッフおよび保守管理技術者

が既存機材を有効活用している状況から、取扱操作、保守管理技術レベルにおいて

何ら問題ないものと判断された。  

 

(3) 交換部品、消耗品の供給体制  

機材の維持に必要な交換部品、消耗品については資機材調達業者による保証期間

終了後、機材の更新時期となる 低 5 年間は有償にて供給することを義務付けた契

約内容とし、消耗頻度の高い交換部品および消耗品については、あらかじめ見積書

を対象病院会計課に提出させ、会計課は交換部品および消耗品の購入費用を試算の

上、予算措置を講じておくこととする。  

 

(4) 資機材調達業者によるトレーニング  

資機材調達業者は、機材据付の際に対象病院の担当者に正しい操作方法、日常点

検、故障の対処等に関する技術移転を行うための技術者を派遣するよう義務付ける。 
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3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 

本計画を日本の無償資金協力により実施する場合に必要となる事業費総額は、約

3.16 億円となり、先に述べた日本と「ヴィ」国の負担区分に基づく「ヴィ」国の経

費内訳は、以下に示す積算条件によれは、次のとおり見積もられる。  

 

表 3-5 協力対象事業の概算事業費  

項目  合計（千円） 

Ⅰ機材調達費  291,413 

Ⅱ設計監理費  22,964 

合計  314,377 

 

表 3-6 「ヴィ」国側負担経費  

事業費区分  合計（千円） 

1)既存機材の撤去費用  500 

2)電気配線、給配水管工事費用  1,000 

合計  1,500 

 

(1) 積算条件  

①積算時点：平成 15 年（2003 年）2 月  

②為替交換率：1 米ドル＝120.70 円  

③実施設計･施工監理期間：約 11 ヵ月  

④発注方式：一括発注  

 その他：本計画は、日本国政府の無償資金協力の制度にしたがい実施されるも

のとする。「ヴィ」国政府により資機材に対する輸入関税、日本法人に

かかる事業税、付加価値税等「ヴィ」国における国内税が免除される、

あるいは「ヴィ」国政府により支払われることを前提とする。  
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また、手数料負担、税負担として次の費用を「ヴィ」国政府は見込む必要が

ある。 

①  機材納入に必要な公的手続費用  

②  資機材輸入にかかる関税  

③  銀行取極手数料および支払授権書発行手数料  

④  国内税、その他の財政課徴金に対する免税手続費用および付加価値支払

の必要経費  

本計画が円滑に実施され、また機材据付後ただちに有効活用されるよう、「ヴィ」

国政府は適切な時期に、これらの項目につき予算措置を行うことが必要である。  

 

3-5-2 運営･維持管理計画 

(1) 収入項目  

1) 政府予算  

表 3-7NIP 年間収支実績表（1999 年～2002 年）より、NIP における収入項

目のうちで も高い比率を占めているのは政府予算である。2002 年予算金額は

VND21,842,689,000（約 146 万米ドル）となっており、収入合計金額の 59％

（2002 年）を占めている。前年度比（％）は、2000 年 34％、2001 年 19％、

2002 年 11％を示しており、予算金額は増額となっているものの、次第に収束

する傾向となっている。  

 

ただし政府予算には近年に実施された NIP の施設改修のための投入予算が

含まれていたが、同改修工事がほぼ完了となってきていることから、今後の予

算配分を試算した表 3-8NIP 年間収支試算表においては、2004 年には減少傾向

を示すものとして試算した。さらに 2005 年以降の予算金額については、急激

な増加や減少がないものとして試算を行った。  

 

2) 診療報酬  

基本的に 6 歳以下の小児については全額無料となっているが、下位施設から

の紹介患者ではなく、直接来院患者の場合は診療報酬を徴収しており、金額的
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には NIP 全体予算の約 35％（2002 年）に達している。前年度比も 2000 年 10％、

2001 年 27％、2002 年 23％と急成長をしている。これは診療報酬の徴収シス

テムが年々整備されてきていることが要因と考えられるため、今後 2～3 年は

さらに増加傾向を示すものと判断された。ただしその後の伸び率は次第に安定

する傾向になるものと予想される。  

 

3) 寄付金、医療保険、その他の収入項目  

寄付金が収入合計金額に占める割合は 1％と小規模で、過去の実績としては

ある程度の変動はあるものの、全体に対する影響の度合いが小さいため、2003

年以降の予測伸び率も小さい数値で設定した。また医療保険についても収入合

計金額の 2％程度となっており、過去の実績においては 20％前後の増減はある

が、2003 年以降は安定する方向にあるものとして、次第に伸び率が減少してい

くことを前提として試算した。  

 

4) 収入合計金額  

収入合計金額の過去の年次推移は 2000 年 22％、2001 年 23％、2002 年 16％

と、順調かつ急速に増額してきているが、これまでに大きな負担となっていた

NIP の施設改修工事が完了間近となってきていることから、2003 年以降の伸

び率は急速に減少するものと予想されることから、さらにその後の予算増加は

ほとんど望めないものとして収支予測の試算を行った。  

 

(2) 支出項目  

1) 人件費、手当、賞与、福利厚生  

全スタッフに直接関わる支出項目は、人件費（常勤）、人件費（非常勤）、手

当、賞与、福利厚生の 5 項目で、支出合計金額の 33％（2002 年）を占めてい

る。ただし日本の総合病院（通常 50％程度）に比較すればかなり低い比率であ

ると判断され、当該病院の運営状況は比較的良好であると考えられる。  

 

また人件費（常勤および非常勤）のための予算は政府予算にて賄われている
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が、手当と賞与の合計金額 VND6,117,125,000（約 407,800 米ドル）に対する

政府予算は VND80,000,000（約 5,300 米ドル）のみで、残りの約 402,500 米

ドルに関しては診療報酬によって賄われており、年々増加する傾向にあるが、

診療報酬金額も大幅に増加していることから、全体的にはバランスを保ってい

る。  

 

2) 医薬品および消耗品費  

医薬品及び消耗品は VND14,795,853,000（約 986,400 米ドル）で、支出合

計金額の 41％（2002 年）と、支出項目の中でも 大の比率となっている。こ

れは患者の増加に伴って、医薬品とともに注射器等の医療材料の消費量も増加

してきているものと判断された。さらに医療機材に必要な試薬、記録用紙、そ

の他消耗品類も含まれている。また金額的にも前年度比が 2000 年 28％、2001

年 15％、2002 年 20％と急増している。  

 

本案件実施後の 2004 年 6 月頃には新規機材が稼動し始めるため、同年より

医療機材の消耗品調達のための運営維持管理費（年間当り約 91,700 米ドル）

が増加し、さらに 2005 年 6 月頃には保証期間終了となるため、交換部品調達

のための予算（年間当り約 25,000 米ドル）も必要となる。年間収支試算表に

おいては、消耗品費の増額分は医薬品および消耗品費の項目において、 2004

年に半年分、それ以降は 1 年分を予測金額に上乗せした。また交換部品調達の

ための費用は、施設機材保守管理費の項目において、2005 年に半年分、それ以

降は 1 年分を予測金額に上乗せした。  

 

(3) 本案件実施後の運営維持管理費  

計画機材を調達した場合に予測される医療機材の運営維持管理費の増額分を表

3-9 に示す。同表の試算結果より、年間の医療機材運営維持管理予算は、消耗品が

年間当り約 91,700 米ドル（約 1,100 万円）の増額、交換部品が年間当り約 25,000

米ドル（約 300 万円）となるものと試算された。これらの金額は 2002 年の当該病

院の予算合計金額約 245 万米ドル（約 2.94 億円）に比較すれば、消耗品費が約 3.7％、
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交換部品が約 1％程度の増額となるが、収支項目として政府予算及び診療報酬が高

い伸び率を示していることから、本案件実施後も運営維持管理費に大きな負担とは

ならないものと判断された。  

 

(4) 収支バランス  

2000 年から 2002 年までの過去の実績において、当該病院の収支バランスは黒字

となっており、かつ黒字幅も増大傾向にあることから、健全な運営状態であると判

断された。また収入項目として政府予算および診療報酬が高い伸び率を示しており、

今後政府予算の伸び率が 0％前後であったとしても、本案件を実施した場合には黒

字を保つことが可能であると判断された。試算結果によれば、2005 年に一端黒字幅

が減少するも、2006 年以降は再度黒字幅が増大していくものと予測された。ついて

は、本案件実施後も、医療機材の運営維持管理費については現地側にて十分対応で

きる範囲内であると判断された。  

 

3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

本計画による調達機材内容は、「ヴィ」国側による改修工事計画にそって、対象病

院のより円滑な医療活動が実施可能となる計画内容となっている。ついては、現地

側改修工事と計画機材との整合性について、実施段階に応じて何度か確認する必要

がある。特に現地側での改修工事費用が発生するため、以下の段階において建築工

事と機材ユーティリティーについて確認する。  

 

①  終計画内容確認時 :想定機材と電気配線、給配水管工事との整合性の確認  

②  入札図書作成時 :機材配置、ユーティリティーと改修工事との整合性の確認  

③  業者契約時 :確定した機材と改修工事内容との整合性の確認  

④  機材納入時 :出荷前検査時に機材仕様についての再確認  
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0
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熱
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0
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0
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52

8
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0

1
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1,
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8
0
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2,
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7

0
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2,
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0
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3,
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8

0
行

事
開
催
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9,
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6

2
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2,
85

5
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2,

38
6
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0,
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4
-1
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0,
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7

0
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9,
46
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0
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内

出
張
旅
費

18
3,

77
2

22
21

7,
10

6
18

23
0,

20
2

6
24

4,
11

2
6

25
1,

48
1

3
25

7,
17

8
2

施
設

機
材
保
守
管
理
費

82
6,

14
9

7
87

6,
49

0
6

1,
05

9,
49

0
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1,
24

2,
49

0
7

1,
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9,
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0
1

1,
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5,
23

4
2
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設

改
修
費

84
8,
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6

-2
78

3,
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6
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4
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4
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8
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)
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,9

60
$2

05
,0

08
円

換
算
金
額
（

JP
Y)

¥8
,1

62
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表
3-
9　

運
営
維
持
管
理
費
増
額
分

台
数

消
耗
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標
準
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格

使
用
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間
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定
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8
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ペ
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台
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0
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0
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0
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0
0

5
,0
0
0
,0
0
0

X
線

管
球

5
,0
0
0
,0
0
0

5
年

/
回

4
0
0
0
0
0
0

8
0
0
,0
0
0

放
射

線
X
線

透
視

撮
影

装
置

追
加

1
台

1
カ
テ
ー
テ
ル

、
造

影
剤

2
1
,1
8
2
円

/
式

4
回

/
月

×
1
2
月

1
,0
1
6
,7
3
6

8
1
3
,3
8
9

8
1
3
,3
8
9

放
射

線
手

術
用

X
線

撮
影

装
置

新
規

1
台

1
レ
ー
ザ

ー
X
線

フ
ィ
ル

ム
6
5
0
円

/
枚

5
枚

/
日

×
2
0
0
日

6
5
0
,0
0
0

5
2
0
,0
0
0

5
2
0
,0
0
0

X
線

管
球

3
,0
0
0
,0
0
0

5
年

/
回

2
4
0
0
0
0
0

4
8
0
,0
0
0

放
射

線
超

音
波

診
断

装
置

追
加

1
台

1
ゼ
リ
ー
、
記

録
紙

2
,5
0
0
円

/
式

1
2
ヶ
月

3
0
,0
0
0

2
4
,0
0
0

2
4
,0
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0
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0
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0
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追
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0
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0
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2
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1
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4
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0
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X
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3
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枚

5
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2
0
0
日

3
3
,0
0
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0
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2
6
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0
0

X
線
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0
0
,0
0
0

5
年
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2
4
0
,0
0
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8
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0
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来
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用

X
線
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台
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1
2
,9
5
0
円
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ヶ
月

2
5
,9
0
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0
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2
0
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0
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2
0

1
1
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3
3
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0
9

2
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2
8
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0
0

更
新
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材
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品
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負
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機
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手
術

無
影
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、
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式

、
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型

更
新

3
台

3
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プ

5
,0
0
0
円

/
個

1
2
個

/
年

6
0
,0
0
0

4
8
,0
0
0

1
4
4
,0
0
0

手
術

無
影

灯
、
天
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式

更
新

1
台

1
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プ

5
,0
0
0
円

/
個
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個

/
年

3
0
,0
0
0

2
4
,0
0
0

2
4
,0
0
0

手
術
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酔
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更

新
4
台
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気
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器

は
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年
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以

降
2
0
0
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0
0
円
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回
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年

1
0
0
,0
0
0
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0
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0
0

3
2
0
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0
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化
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自
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学
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台
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試
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8
4
0
,0
0
0
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年

8
4
0
,0
0
0
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2
,0
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2
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ツ
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名
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追
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- 76 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 



第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 

 

4-1 プロジェクトの効果 

「ヴィ」国は、少ない予算で全国民をカバーする保健医療行政を行っており、基

幹病院の老朽化により、診断･治療機能の低下が保健医療指標の悪化となって現れて

いる。本計画対象施設は、トップレファレル体制に位置付けられる最重要医療施設

であるとともに、医療従事者養成という観点からも、最も重要な施設であるという

ことが言える。同施設における医療サービスの質的また量的な向上は、保健医療分

野における保健医療セクター10 ヵ年戦略（Strategy for People’s Health Care and 

Protection 2001-2010）に掲げられている「小児の健康を保護する」という目的に

貢献するものと期待されている。  

 

本計画における裨益対象地域は、ヴィエトナム国北部地域であり、裨益人口は対

象施設を利用する患者（年間約 17 万人）である。  

 
また、本計画実施による具体的裨益効果としては以下の項目の内容が期待できる。 

 

(1) 直接的裨益効果  

1) 本計画により患者への必要な医療が提供できるようになることで、患者数の

増加が見込まれる。  

2) 各施設の老朽化･不足している機材を更新することにより、検査･治療機能の

向上が可能となる。  

 

(2) 間接的裨益効果  

1) 診断･治療精度が向上することで、患者の肉体的、精神的負担の低減と、診

断･治療中の安全性確保に繋がる。 

2) 対象施設の有する本来の機能が回復することで、他の医療施設からの紹介患

者に対する適切な診療やアドバイスの実施等、トップレファレル施設として

の義務を果たせるようになる。 
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4-2 課題･提言 

(1) 組織、人材面  

プロジェクト実施後も計画機材を最大限に有効活用していくためには、機材の

運営維持管理面において今後とも院長、各保健局長等で構成されたプロジェクト

実施委員会が定期的な協議を行い、中央管理体制を構築していくことが望ましい

と判断される。特に、現有機材は何があり、どのような状態にあるのか、問題点

は何か等といった病院の資産としての管理面、また医療機材の維持費が現状いく

らかかっており、無駄なものはないか等といったコスト面での管理体制は、現状

では十分とは言いがたいため、これらの観点からも、既存の保守管理部門のみな

らず、中央責任者による管理体制を整備していくことが望ましいと考えられる。 

 

(2) 財務、資金計画面  

1）  資金計画を立て、毎月の収支状況を把握する。  

現状の病院の運営維持管理費のみならず、将来的な機材の更新、病院機能の

向上に備えて、収支状況を常に把握し、毎月の医療機材の維持費を明確に把握

しこれを確保する必要がある。  

 

2）  病院運営のための運営維持管理費を確保することに加え、機材の減価償却によ

る機材更新に備え、積み立てを行う。  

現地調査結果により、現有機材は調達後 20 年以上経過した機材が数多く見

受けられ、機材の機能、安全性等に問題が発生している状態である。将来的に

このような問題を解決していくためには、将来必要となる機材更新に備えて機

材の耐用年数、経年劣化などの見通しを立て、その上で機材購入のための積み

立てを行う必要があると考えられる。  
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4-3 プロジェクトの妥当性 

「ヴィ」国小児のトップレファラル医療施設である当該病院を協力対象とするこ

とは、下位の医療施設への波及効果が大きく、小児の健康状態の改善にはかかすこ

とができない施設である。「ヴィ」国側で施設と設備の改修を行い、医療機材調達の

ための無償資金協力事業を日本側で行うことで、両国で協力して「ヴィ」国におけ

る小児の健康状態の改善を目的とするプロジェクトである。  

本プロジェクトの妥当性を表 4-1 に示す。  

 
表 4-1 プロジェクトの妥当性  

 協力対象事業  妥当と判断する理由  
範囲  新生児・小児  「ヴィ」国の小児の健康状態が改善

される。  
規模  1 ヵ所のトップレファラル  唯一の小児科専門病院である。  
内容  医療機材の整備  20 年を経過した機材の更新である

ことから、医療サービスが向上す

る。  
グレード  現在と同等のグレード  現状の技術レベルで対応できる機

材であることから、機材の使用に関

しての問題はない。  
 

4-4 結論 

本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されると同時に、本プロジェ

クトが広く住民の BHN の向上に寄与するものであることから、協力対象事業の一

部に対して、我が国の無償資金協力を実施することの妥当性が確認される。さらに、

本プロジェクトの運営･維持管理についても、原則として既存機材の更新であること

から、4-2 に記載した課題･提言が改善･整備されれば本プロジェクトはより円滑か

つ効果的に実施しうると考えられる。  
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